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水 産 政 策 審 議 会 第 １ ２ ６ 回 資 源 管 理 分 科 会  

議 事 次 第  

 

 

日 時：令和５年８月10日（木）13:31～15:52 

場 所：農林水産省７階 第３特別会議室 

 

 

１ 開 会 

 

２ 議 事 

 【協議事項】 

  ・かつお・まぐろ漁業における令和６管理年度以降のくろまぐろ（大型魚）のＩＱ設

定基準について 

 

 【審議事項】 

  ・第15回資源管理手法検討部会の結果について 

 

 【報告事項】 

  ・太平洋クロマグロの資源管理について 

  ・国の留保からの配分等について 

  ・漁業構造改革総合対策事業の進捗状況について 

 

 【その他】 

 

 閉 会 
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○管理調整課長 委員の皆様、お待たせしました。１時半、定刻になりましたので、ただ

いまから第126回資源管理分科会を開催いたします。 

 私は本日の事務局を務めます管理調整課長の水川です。よろしくお願いいたします。 

 まず初めに、７月４日付けで職員、幹部の異動がございましたので、紹介をさせていた

だきます。 

○資源管理部長 委員の皆様、お疲れさまでございます。７月４日付けで資源管理部長を

拝命しました魚谷でございます。１年半ぶりぐらいで、この資源管理分科会の方にまた出

席をする立場となりました。いろいろ難しい問題等ありますけれども、委員の皆様のお知

恵を借りながら、資源管理に係る行政を適切に進めてまいりたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○管理調整課長 続きまして、御案内ですけれども、本日の会場は委員の皆様の前にマイ

クが設置されておりません。したがって、御発言の際には事務局の方でマイクをお持ちい

たしますので、挙手を頂き、それから発言をお願いしたいと思います。 

 それから、ウェブ会議で御参加の方は、マイク機能をオンにした上で発言をお願いいた

します。発言をしないときはミュートの状態にしていただけるようお願いを申し上げます。 

 また、音声が途切れることがあるかもしれませんので、その場合は画面の左側にあるチ

ャット機能などで事務局の方にお知らせいただければと思います。 

 それでは、委員の出席状況について御報告いたします。 

 水産政策審議会令第８条第３項で準用する同条第１項の規定により、分科会の定足数は

過半数とされております。本日、資源管理分科会委員は、ウェブ出席を含めまして10名中

８名の方に御出席を頂いており、定足数を満たしておりますので、本日の分科会は成立と

いうことになります。また、特別委員の方は、ウェブ会議の御参加者も含めまして、16名

中13名の方に御出席を頂いております。 

 出席状況は以上です。 

 続きまして、配付資料について確認をさせていただきたいと思います。 

 お手元の封筒の中の資料を御覧いただきたいんですけれども、まず議事次第が１枚目に

あろうかと思います。その次の紙として資料一覧というのが皆様のお手元にあるんじゃな

いかと思います。今回、資料一覧にありますとおり、資料１から６までございます。資料

４は、４－１と４－２というのがございます。大丈夫でしょうか。皆様、過不足なく資料

１から６までございますでしょうか。 
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 もしなければ、会議の途中で気付いた場合でも構いませんので、事務局の方にお申出を

頂ければと存じます。 

 それから、報道関係の方はいらっしゃいますか。報道関係の方、カメラ撮りはここまで

ということとなっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

（報道関係者 退出） 

○管理調整課長 それでは、以降の議事の進行は、分科会会長である田中先生にお願いい

たします。よろしくお願いします。 

○田中分科会長 田中でございます。よろしくお願いします。 

 本日は、協議事項が１件、審議事項が１件、報告事項が３件でございます。議事進行へ

の御協力、よろしくお願いいたします。 

 それでは、最初の議事は協議事項になります。かつお・まぐろ漁業における令和６管理

年度以降のくろまぐろ（大型魚）のＩＱ設定基準について、事務局から説明をよろしくお

願いいたします。 

○かつお・まぐろ漁業室長 かつお・まぐろ漁業室長の成澤でございます。 

 資料の御説明に入る前に、事務局から一つ、委員の皆様に御意見を伺いたい点がござい

ます。 

 本日、ウェブで御出席の齋藤委員におかれましては、一般社団法人全国近海かつお・ま

ぐろ漁業協会理事の立場でもあり、正に本件の直接の関係者となります。そのため、本件

について実質的な議論を行う今回の分科会においては、公平な協議を行う本分科会の委員

としての参加は控えていただけないかと考えております。もし、それでよろしければ、本

議題を協議している間は傍聴していただきたいと考えているのですが、分科会長いかがで

しょうか。 

○田中分科会長 ありがとうございます。ただいま事務局から本議題の間における齋藤委

員の議事への参加についての、傍聴についての御提案がありましたが、了承してよろしい

でしょうか。 

（異議なし） 

○田中分科会長 ありがとうございます。特段御異議がないようですので、齋藤委員にお

かれましては、審議が終了するまで傍聴という形で御対応をよろしくお願いいたします。 

 それでは、改めて事務局から御説明をよろしくお願いいたします。 

○かつお・まぐろ漁業室長 議題項目２のかつお・まぐろ漁業における令和６管理年度以
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降のくろまぐろ（大型魚）のＩＱ設定基準について、説明させていただきます。 

 本件については、前回の６月の資源管理分科会でも、令和６管理年度以降のＩＱの設定

基準の論点を簡単に頭出しさせていただきました。本日は、これらの論点の検討結果を踏

まえ、令和６年以降の設定基準の考え方について説明させていただきます。 

 まず１ページ目を御覧ください。 

 前回と同様に、基本的な配分基準の考え方の説明になりますが、漁獲割当割合の設定に

ついては、公平かつ合理的に行われる必要があることから、あらかじめ、漁獲割当割合の

設定基準を定め、当該基準に基づいて漁獲割当割合を設定することとされております。 

 この設定基準を定める際の勘案事項としては漁業法や漁業法の施行規則に規定されてお

り、資料に記載している四つが挙げられます。 

 現行の令和４・５管理年度の漁獲割当割合の設定基準については、まず申請された漁獲

割当割合の合計が100％以下の場合は、それぞれ申請された漁獲割当割合を設定するとし

ております。 

 一方で、申請された漁獲割当割合の合計が100％を超える場合は、かつお・まぐろ漁業

に割り当てられた全体量の30％を均等割り、70％を実績割りとして計算した数で設定する

こととしております。 

 こうした実績割り、均等割りの割合も含め、まずは令和４から５管理年度の漁獲割当割

合の根拠となっている現在の設定基準において、法令で定められた勘案事項を具体的にど

のように勘案したのかを具体的に御説明したいと思いますので、次の２ページ目を御覧く

ださい。 

 一つ目の船舶等ごとの漁獲実績について。漁獲割当割合の70％は利用可能な過去３か年

の漁獲実績シェアに基づき配分しております。実績として使用する期間としては、近年の

状況を反映させるため、直近３か年の2018年から2020年としております。直近３か年とい

うのは、従来のＴＡＣ魚種に係る大臣管理漁業及び都道府県への配分において基本的に用

いられている期間と同様になります。 

 二つ目の船舶の総数又は総トン数について。船舶の総数は、対象となる全ての許可船と

し、総トン数については、対象船舶の大多数が総トン数19トンであり、くろまぐろ漁獲実

績に船舶の総トン数による明確な傾向がないことから、船舶の総トン数の違いにより区別

する必要はないとしております。 

 三つ目の採捕する者の数、その採捕の実態又は将来の見通しについては、全ての漁船が
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毎年くろまぐろを対象として操業を行うものでないこと、それまでの総量管理下でのくろ

まぐろを目的とする操業の機会に制約を受けた漁業者が存在すること、くろまぐろは混獲

される可能性が想定されること等から、30％を均等割りの配分としております。 

 四つ目の漁業に関する法令に違反する行為の違反の程度及び違反の回数については、必

要に応じ、違反の程度及び回数に応じ設定する漁獲割当割合を減じることとしております。 

 また、令和６管理年度以降の漁獲割当割合の設定基準については、これからお話しさせ

ていただきますが、昨年12月の水政審において、「船舶等ごとの漁獲実績」に関して、試

験的ＩＱを行った令和３管理年度の漁獲実績は、公平・合理性、さらに資源管理の推進の

観点から、用いないという結論になっております。 

 2021年の実績を使用しないことについては、全日本マグロはえ縄振興協会の方から、水

政審の委員の皆様宛てに要望書が届いております。そちらは事前に事務局からメールにて

お配りし、別紙１として本日、資料の後ろに付けておりますので、御参照ください。 

 次に３ページ目を御覧ください。ここからは、令和６管理年度以降の設定基準に関して、

水産庁の素案を御説明していきます。 

 大きく「漁獲割当割合の有効期間」「実績割りと均等割りの配分」「設定に用いる漁獲

実績」という三つの論点に分けてお話しさせていただきます。 

 まず一つ目として、「漁獲割当割合の有効期間」について御説明いたします。 

 漁業法第17条第２項及び漁業法施行規則第４条では、割当割合の有効期間は原則５年で

あるところ、資源の特性及びその採捕の実態を勘案し、１年を下回らない範囲で短縮でき

るとされており、現行では2022年から2023年の２年間としています。 

 設定された各船舶の漁獲割当割合は、移転あるいは削減・取消しの処分がない限り、有

効期間の間は変更がありません。ＩＱ管理区分の大臣管理漁獲可能量に各漁業者が設定を

受けた漁獲割当割合を乗じて、各管理年度における各船舶の年次漁獲割当量、すなわち実

際に漁獲して良い数量が設定されることとなります。 

 適切な有効期間を検討・判断するに当たり、「資源の特性及びその採捕実態」について

勘案する必要があります。 

 まず公的ＩＱの導入後、まだ１有効期間に当たる２年間しか経過していないこと。さら

に、右の棒グラフでお示ししているとおり、資源状況の改善や漁獲枠の拡大などにより、

くろまぐろを漁獲する漁船が年々増加傾向にあるなど、近年、くろまぐろの採捕・操業の

状況は変化しているため、その変わり行く状況を考慮しながら、適時見直ししていけるよ
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うにする必要があると考えております。 

 また、複数年の漁獲実績を用いようとすると、2020年、又はそれ以前の実績を用いるこ

とになりますが、このときの実績は総量管理下での漁獲実績になります。しかし、当時の

総量管理下では、先獲り競争により５月には枠を消化し、くろまぐろ操業にストップがか

かるという状況だったため、操業の機会に制約を受けた漁業者が存在します。ＩＱ管理に

移行した中、長期間にわたって、こうした総量管理区分下での漁獲実績を用いた漁獲割当

割合とすることは望ましくないと考えます。 

 この点に関し、有効期間を2024年及び2025年の２年間とすれば、次の有効期間である

2026年には、設定に用いる漁獲実績を直近３か年とした場合でも、ＩＱ管理下での漁獲実

績である2022年から2024年の３年分の実績を用いることが可能となります。 

 以上を踏まえると、有効期間は２年間とすることが妥当であると整理しております。 

 ここで補足事項がございます。本日の協議に先立ち、かつお・まぐろ漁業を行っている

一般社団法人全国近海かつお・まぐろ漁業協会─以下「近かつ協」と言います─と一

般社団法人全日本マグロはえ縄振興協会─以下「全マ協」と言います─の両団体に対

し、令和６管理年度以降の設定基準に係るアンケートを実施しました。会場に御出席の委

員のみで申し訳ありませんが、会議資料とは別にお手元に配付している資料の参考１及び

参考２が両団体からのアンケートの結果になります。 

 今回の論点である「設定に用いる漁獲実績」「漁獲割当割合の有効期間」「実績割りと

均等割り」の三つの論点について、また「その他の意見」について提出していただきまし

た。時間の関係もございますので、両団体からの意見のうち代表的なものをピックアップ

して御紹介いたします。 

 まず、全マ協からの回答を御紹介します。参考１を御覧ください。 

 アンケートのうち、有効期間についての欄ですが、有効期間は毎年見直すべきであると

いう意見を頂いております。 

 続いて参考２の方ですが、こちらは近かつ協からの回答になります。地域ごとの意見が

載っておりますが、３ページ目の下の方に全体の意見をまとめた記載がありますので、そ

ちらを御覧ください。有効期間については、2024年、2025年の２年間を希望する御意見を

多く頂いています。 

 両団体からの有効期間に関するアンケートの回答内容については、以上です。 

 アンケート結果は、別の論点でもまた御紹介いたします。 



- 8 - 

 

 次に、資料の４ページ目を御覧ください。 

 二つ目の論点である「均等割りと実績割りの配分について」です。現行は実績割り70％、

均等割り30％で配分しております。 

 均等割りという仕組みは、漁業法施行規則第５条第２号に規定している「採捕する者の

数、その採捕の実態又は将来の見通し」という勘案事項に関係するものです。これを現行

の設定基準ではどのように勘案したかについて、まず御説明します。 

 ＩＱ管理下において新たにくろまぐろを漁獲しようとする者が現れ得ること、それまで

の総量管理下で、くろまぐろを目的とする操業の機会に制約を受けた漁業者が存在するこ

と、くろまぐろ以外のかつお・まぐろ類を目的とする操業において、くろまぐろが混獲さ

れる可能性が想定されることなどを勘案し、設定しました。均等割りの30％という数値は、

想定したＴＡＣの配分数量や全船舶の隻数から、均等割りにより配分される年次漁獲割合

量が１隻当たり600キログラム程度にするとしたものから来ております。これは１隻が１

航海当たりに漁獲するくろまぐろの平均の量をカバーできる割合と設定しました。実績割

りは均等割り以外の30％としました。 

 令和６管理年度以降の設定に当たっても、今申し上げたことを引き続き考慮する必要が

あるため、一定程度の均等割りは設けるべきと考えております。前回と同様に、１隻が１

航海当たりに漁獲するくろまぐろの平均の量を出すと、直近では800キログラム程度とな

りますが、それをカバーできる割合を計算すると、現在はかつお・まぐろ漁業のＴＡＣの

配分量も当時より増えていることから、適切なシェアは25％という結果になっております。 

 また、ＩＱ管理を行った昨管理年度の2022年の実態を見ますと、下の円グラフに記載し

ているとおり、ＩＱの設定を受けた船舶のうち41隻が漁獲実績なしとなっており、６隻に

１隻がくろまぐろの漁獲はなく、全くないという状況となっております。限られた資源を

適切に管理しながら漁業生産力を発展させていくという漁業法の趣旨等に照らすと、資源

を有効に利用できる設定基準にすべきと考えており、各船舶で事情があることは理解する

ものの、ＩＱを全く利用していない船舶が相当数存在する状況は、全体として望ましいと

は言えません。 

 この点を考慮すると、実績にかかわらず配分されることとなる均等割りのシェアを大き

く取り続けることは適当ではなく、縮小させていくのが妥当な方向性と考えております。 

 以上のことを踏まえますと、実績割り75％、均等割り25％とするのが今回の設定におい

て妥当な基準であるとし、提示させていただいております。 
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 ここで、もう一つ補足事項がございます。 

 先週、事前に今回の素案を近かつ協及び全マ協の両団体に御説明する機会を設けました

が、均等割りを25％とする案については、全国近海かつお・まぐろ漁業協会からは「受入

れ難い」という意見が多く、当庁宛てに、均等割り縮小に反対する旨の意見書が送付され

ております。そちらについても、事前に事務局から委員の皆様にメールにてお配りし、別

紙２として本日、資料の後ろに付けておりますので、御参照ください。 

 また、団体からの意見ということで、アンケートについても再度御紹介させていただき

ます。 

 全マ協からの回答である参考１のうち右側の欄、均等割りと実績割りの配分については、

均等割りは廃止すべきであるという意見を頂いております。 

 続いて、参考２の近かつ協からの回答について、均等割り、実績割りの割合は各地域に

よって様々な意見が出ておりますが、格差を縮めるために今よりも均等割りの割合を増や

してほしいという御意見を多く頂きました。 

 両団体からの実績、均等割りに関するアンケートの内容については、以上です。 

 次に、５ページ目を御覧ください。「設定に用いる漁獲実績」について御説明します。 

 現行は2018年から2020年の直近の３か年を使用しております。令和６管理年度以降の設

定については、先ほどお話ししたとおり、自主的ＩＱを行った2021年の漁獲実績は用いな

いこととしており、加えて2023年の漁獲実績については現在進行形であるため、2023年末

まで取りまとめることができないため、年内に実績として使うことはできません。 

 このことから、2020年と2022年の２か年の実績を用いる案と、2019年、2020年、2022年

の３か年の実績を用いる案の２案を御提示させていただいているところです。 

 漁業法第17条第３項の「船舶等ごとの漁獲実績」を具体的にどう勘案するか、すなわち

過去の、どの時点・時期の漁獲実績をどのように用いるか等については、ＩＱ制度の趣旨

等に照らして検討・判断する必要があります。 

 まず、割合の設定に当たっては、近年の状況を可能な限り反映させるため、「漁獲実績」

は直近のものを用いることが望ましいと考えております。 

 また、総量管理下では、先獲り競争の結果、操業機会に制約を受けた漁業者が存在する

ことから、ＩＱ管理に移行した中では、可能な限り、総量管理下での漁獲実績よりも、Ｉ

Ｑ管理下での漁獲実績を用いることが望ましいと考えております。 

 現在用いることが可能なＩＱ管理下の漁獲実績は2022年の１年のみであります。2019年
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と2020年は総量管理下での漁獲実績となっています。したがって、案①の2019年を用いな

い案の方が総量管理の漁獲実績の比重は小さくなります。 

 これらを踏まえると、2020年と2022年の漁獲実績を用いる案が妥当と考えております。 

 ここで、団体のアンケート結果の紹介ですが、参考１の全マ協からの回答には、2021年

を用いるべきであり、どちらの案も受入れ難いとの御意見を頂いております。 

 一方、参考２の近かつ協の回答を御覧いただくと、おおむね2020年、2022年の実績を用

いることを希望される地域が多いという結果になっております。 

 両団体からの有効期間に関するアンケートの回答内容については、以上です。 

 最後に６ページを御覧ください。 

 こちらは令和６管理年度以降の設定基準について、ここまで御説明させていただいた水

産庁の案を現行の基準と比較しながらまとめた表になります。御参照ください。 

 なお、本日は当方の案を初めてお示しさせていただきました。本日頂いた意見を踏まえ、

10月の資源管理方針の改定作業につなげていきたいと考えております。 

 当方からの説明は以上になります。ありがとうございました。御審議、よろしくお願い

いたします。 

○田中分科会長 説明ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明について、何か御質問等ございますでしょうか。 

 まずは質問についてですけれども、論点としては三つあって、一つが均等割りと実績配

分の割合、それから令和６年度以降の有効期間を２年にするかの案、３年にするかという

案、それから実績に用いる漁獲実績は何年と何年にするのかと、この三つがあったと思い

ますが、今水産庁の方から説明があったと思いますけれども。 

 それから、その前に確認なんですけれども、会場限りで配付されているこの意見という

のは、もう事前に説明をした後で出てきた意見ということでよろしいですか。つまり、も

う１回話は聞いているというか。日付を見ると、もう大分前の話、意見のようなんですけ

れども、１か月以上。そういうことでよろしいでしょうか。 

○かつお・まぐろ漁業室長 アンケートを両団体にお願いしていたのは６月で、回収した

のは７月というようなスケジュールだったと思います。 

 それと、アンケートをお配りして意見を聞きつつも、新しい管理をどうするかという意

見交換というのは４月、新年度になってからやっていまして、現地に赴いて御説明したり、

ウェブ会議で説明したものを含めますと12回やってございます。 
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 というような状況でございます。 

○田中分科会長 ありがとうございました。12回説明をして、こういう意見も出されて、

意見集約を図ってきたという経緯があって、それでもまた何か追加の意見、意見書じゃな

い、何か要望書を出したんでしたっけ。我々に御配慮くださいというやつですか。これ

が？ 

○かつお・まぐろ漁業室長 全マ協。 

○田中分科会長 意見書が出て意見を取りまとめた後に、また出てきたということですね。 

 ということで、どこから議論しましょうか。 

 まず、では順番に説明をしていただいた、均等割りと実績配分の件なんですけれども、

大分未消化の者がいるということです。それも踏まえまして、均等割り３割、７割という

のを変更したいということでよろしいですか。25％と75％に変更したいということですけ

れども。これに対して多分出ている意見は、実績配分が不公平だという意見で出てきてい

るんだと思うんですが、いま一度なぜ実績が─いやいや、一方的に均等割りを増やす方

が不公平だということについて簡単に御説明いただけますでしょうか。 

○かつお・まぐろ漁業室長 もう一度、25％と75％にした理由なんですけれども、確か均

等割りを現行よりも拡大してほしいという意見を頂戴しておりますが、もう一度御説明し

ますが、2022年の操業実態を見ますと、６隻のうち１隻、246隻のうち41隻は漁獲実績が

なく、中には過去何年も漁獲実績がないという船舶があるという状況でございます。この

ような中で均等割りを拡大すると、年次漁獲割当割合を、割当量を利用しない者への割当

てを増やす一方で、当該割当量を有効している人の割当てが減ってしまうということにな

ってしまいます。我々としては、適切な資源管理を行いながら漁業生産を発展させていく

という漁業法の趣旨の下、限られた資源を有効に利用するためには、実績にかかわらず配

分される均等割りの割合を縮小していく方向が妥当と考えてございます。 

 また、2022年の実績から、１隻が１航海当たり漁獲をする平均的な漁獲量は約770キロ

グラムと計算してございます。現在と同量のＴＡＣの配分を前提に、全体量の25％を均等

割りと設定すれば、均等割りによる配分は１隻800キロ程度となり、これによって現行の

ＩＱ管理での考え方同様に、平均的な１航海分の数量はカバーできるため、我々としては

適正な配分というふうに考えてございます。 

○田中分科会長 ありがとうございました。ということで、利用していない者が多いのに、

利用している者から枠を奪って配分するのは合理的ではないということだと思いますけれ
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ども、まずはこの点について、いかがでしょうか。 

 木村委員、どうぞ。 

○木村委員 ４ページ目の図の一番右側の棒グラフなんですけれども、オレンジ色が「均

等割りによる割当量」と書かれていて、それが41、29。これはカ統─カ統というか、隻

数ですよね。隻数で、均等割りで配分されたものは、この41と29隻に配分されたという意

味なんですか。 

○かつお・まぐろ漁業室長 これは22年の漁獲実績の結果でして、だから当然41隻と29隻、

オレンジのやつにも割当てを割り振られたんですが、特に29隻に関しては均等割り以下の

漁獲であったということです。だから、均等割りで割られた数量まで獲っていない人たち

ということと、41隻に至っては全然獲っていないということを示しています。 

○木村委員 それで、均等割りなので、例えば27.5トンを獲っている漁業者さんが１カ統、

１隻ありますよね。一番右側。その方たちにも、均等割りなので均等割り分は配分されて

いるんですよね、もちろん。もちろん配分されているという理解ですね。そして、そうす

ると、均等割り分は全ての246隻に均等に配分されていて、そのうち41と29のところ、41

はもうもともとゼロなんだけれども、均等割り分を取っていただいているという形になる

わけですね。そして、それをほかのところに回していると。そして、29については均等割

りよりも下の実績なので、余剰分をほかに回しているという理解でよろしいでしょうか。 

○かつお・まぐろ漁業室長 おっしゃるとおりでございます。264隻の配分というのは、

均等割りプラス実績割りの配分された者もいますし、均等割りのみの配分という者の構成

になってございまして、それで用意ドンで2022年漁獲して、その結果が棒グラフに出てい

るように、均等割りというのは、最低でも均等割りの割合を皆さん持っているんですけれ

ども、29隻はそれ以下で、だから余った分をほかの船に移しているか、獲り残しているか

という船はある程度ございます。41隻に関しては漁獲、全く獲っていなくて、自分の持っ

ている均等割りの配分をほかの船に移しているという実態でございます。 

○木村委員 ということですね。で、そのうちの41隻のうち約半分が過去２年間に、少な

くとも過去２年間は漁獲実績はないということですね。過去２年と３年と、それから過去

６年─５年か、ないというものを合わせると全部で20隻になりますから、更にその半分

は全くここ数年間は漁獲実績そのものがないということですね。分かりました。 

○田中分科会長 ほかはよろしいでしょうか。本日決定するのではなく、御意見を頂くと

いうこと。御質問があれば、疑念があれば、それに対する御回答を頂くということですの
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で、何なりと御質問いただければと思いますけれども。 

 堀内委員、どうぞ。 

○堀内委員 私の方からは意見ということで、近かつさんの方の参考資料２に沖縄の意見

があるんですが、その中で、沖縄の方は均等割り30、実績70を望むと。その意見として、

現在くろまぐろの漁獲量が多く配分されている漁業者は伝統的にくろまぐろ漁をしてきた

背景があると書いてあります。これは、くろまぐろの漁を、その船がどれだけ水揚げの比

率が高いか。沖縄のこの意見は、くろまぐろを重点的に漁をやってきた過去がある。資源

管理を行う中で十分な操業をできず、多くのマグロを放流してきた。これは今、近海かつ

お・まぐろ漁業、この沖縄の漁業者の方が言っているとおり、従来まぐろをメインで漁を

行ってきた漁業者が、資源管理がスタートした時点で、もちろんＩＱになっているので控

えてきたと。我々沿岸の漁業者、定置、釣り、はえ縄が漁獲枠を控えてきた。そのせいで

近海かつお・まぐろ漁業の方にもマグロが行くようになったという経緯があります。 

 私は、やっぱり実績をきちんと見て、今こういう状況であるから、この配分方法を見直

すというのは、私は乱暴ではないかと思います。 

 これを今、実績75、均等25にすると、これから増枠になったとき、またその都度こうい

う議論になるのではないかと。水産庁が１回方向性を示した数量があるのであれば、私は

それを変える必要がないと思います。 

 また、この近海かつお・まぐろ漁業のように、またこういう問題が多々出てくると思い

ます。水産庁は１回方向性を示したのであれば、それを通していただきたいと。 

 私からは以上です。 

○田中分科会長 御意見を頂いたということで、余りころころ変えると毎度毎度大変な議

論になるから、１度方向性を決めたら、それで当分はやっていく方が安全だというか、と

いう御意見だったと思いますが。これは全般に関することですかね。 

 ほかはよろしいでしょうか。 

 川越委員、どうぞ。 

○川越特別委員 川越です。 

 先ほどのこのグラフの、41隻は０トンと。そういう同じ漁業をやりながら、くろまぐろ

は獲らない船がこういうふうにいるという中で、近い将来、同じ漁業をやりながらくろま

ぐろの資源が増えていく中に、今まで実績のない人が全くもうくろまぐろを獲らないのか。

そのような意向は聞かれたんですか。全く私は、今まで実績がないから、これからも全く
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獲らないよというようなお話があったんでしょうか。 

○田中分科会長 これは水産庁。多分、目的魚種とか操業海域とか、それに関係するんだ

と思うんですが。 

○かつお・まぐろ漁業室長 近海まぐろはえ縄漁業は従来、ビンナガやメバチなど、くろ

まぐろ以外のマグロを主体として操業してきたという歴史がございます。特に水産庁から

個別の漁業者に対し聞き取りを行っているわけではありませんが、漁獲実績のない船舶に

ついては、従来のようにくろまぐろ以外の魚種を中心に漁獲をし、くろまぐろを獲ること

に依存しない漁業経営を行っていることがあるかと思っております。 

 また、経営状況や船舶の故障等により出漁が難しい状況にあった船舶もいる可能性はあ

るというふうに思ってございます。 

 見たのは2022年だけですけれども、こういった状況を今から見ていって、判断していき

たいというふうに思っております。 

○川越特別委員 少し私らは分からないんですけれども、ただ数字だけで、これでもうき

ちっとそういう判断していいものなのかなと。というのは、これだけ全海域でくろまぐろ

資源が増えているという中で、今までやらないけど、やっぱりやるよという方向の船が出

てくると思うんです、間違いなしに。だから、そういう中で、何かただ実績だけ見ると、

もう実績でなく決め付けているような感じで、これだけの隻数はもうやっていませんよと

いうようなことを言われても、私らはそこは理解できません。何でかといったら、これだ

けの資源が増えている中に、ビンナガだとか、ああいうマグロよりも、やっぱり１匹当た

りの単価はくろまぐろの方がいいでしょうし、これから先、今までの現場の漁業者が、ま

た若い後継者とか出てくる中で、いろいろなものにチャレンジしていくという中で、必ず

そういうところに、今まではやったことないけど、それを主にはしないけど、これから先

はやっぱりやりますよという漁業者は増えてくるべきだと思います、はっきり言って。そ

ういう方向性がなかったら、この資源管理をやっている目的はないと思いますから。ただ、

従来の漁獲実績だけを見て、ただ獲れる数量決めて。まあ、捉え方によっては、今まで獲

っていない者は獲らなくてもいい、今まで獲っている者だけはちゃんと獲らせてやれよと

いうだけの何か議論みたいに私は感じますので。だけど、そういうことでは、今までのオ

リンピック方式であればそれでよかったかも分かりませんけど、これから先、どの魚種で

も個別ＩＱやる中では、やはりある程度の均等性が私はあってもいいと思います。といっ

て、それを、均等割りをどんと上げるというわけにもなかなかいかんでしょうし、今堀内



- 15 - 

 

さん言われたとおり、そこは下げるんじゃなしに、取りあえず30、70を維持して、もう３

年でもやるべきだと思います。 

 そういう中で、そういう獲らない船のトン数をそういうふうにほかの船にも分けて、融

通するというようなやり方で、無駄のないＴＡＣの数量を配分してあげて、効率よくくろ

まぐろの漁獲をやるということは、やっぱり資源管理の最終的な目的じゃないんでしょう

か。おまけに、そういう今までやっていない船にも、どんどんとくろまぐろを獲るような

方向性を示していって、皆さんがくろまぐろ獲って資源管理をして、くろまぐろで漁業経

営は成り立つというような、そういうところの指導性をやりながら、こういうことは進め

るべきじゃないかと思います。 

 何か今の資料と説明を聞いていると、漁獲実績の悪い人には、もうそれを維持してどん

どんやれよと。だけども、これだけ獲らない人がおるんだよと。だから、均等割りしてシ

ェアしたら、もう25％でいいじゃないかというところでは、少しそれでは皆さんの理解が

私は得られないんじゃないかと。自分がくろまぐろの漁業者としても、当事者になった場

合でも、顧みると、そこは少し納得はできないかなと思います。 

○田中分科会長 では、成澤さん。 

○かつお・まぐろ漁業室長 我々も新年度から12回、浜に行ったり、ウェブで漁業者の皆

様を聞いていると、正に川越委員が言われたような新規参入者、後継者が正に今からくろ

まぐろを獲ろうという者もいるじゃないか、それをどうするんだということを複数意見頂

いております。 

 今回、30％から25％に数字を下げましたけれども、近年の、直近の１航海当たりくろま

ぐろ獲れる770キロをカバーできる、800キロというものをカバーできるという手当てして

いるところですし、それでは足りないという場合は年次漁獲割当量が設定された後も漁業

者同士の合意があれば、他の船舶から割当量の移転というものを受けることを可能として

いますので、意欲ある者がもっと獲りたいから俺のところにもちょっと融通してくれよと

いうのは、漁業者間で合意があれば割当量は移転できるということを手当てしています、

制度上。それで実績を積めば、その若い意欲ある方は移転したもので実績を積めば、次の

割当てのときにはそれが勘案されるということで、私としては、くろまぐろに特化した操

業をやりたいというんだという漁業者であれば、それはその漁業者の意向をほかの漁業者

と相談しながらやっていけるということは手当てしておるように思っております。 

○田中分科会長 倉委員、どうぞ。 
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○倉特別委員 仮に25、75でいったとして、たまたまその年度には釣れなかった、獲れな

かった。来年は獲れるかも分からんのですよね。そこら辺の保証はないわけです。だから、

この25、30％というのは最低保証の部分だというふうに私は思いました。したがって、

30％を守ってほしいという漁業者は、その最低保証の30％は保証してくれないと、わしら

かなわんでと、恐らくそういう意見だと思うんです。 

 その70％相当の部分でたくさんの漁獲があって、そのＩＱが少ないんだけれども、たく

さんの漁獲があって、来年はというふうに今説明されましたけれども、来年はどうなるか

分からぬのです。それが漁業の難しいところだと思っています。 

 したがって、今年の漁獲は多かった。だから、来年はそれを増やしてあげましょうと。

本当にそういうのがいいかどうかというのは、ちょっと疑問ですね。だから、堀内さん、

それから川越さんおっしゃったように、やっぱり30％を守ってあげるというのがいいんで

はないかなというふうに思います。 

○田中分科会長 御意見頂いたということでよろしいですか。 

 髙橋委員、どうぞ。 

○髙橋特別委員 参考資料の２の方の沖縄の意見がまとまらなかったというのは、私自身

もやっぱりなというような感じがいたします。特に現場の方では不平不満がかなり渦巻い

ているという話も大分耳にしますし、それからひがみ、やっかみというのですか、トン数

の少ない人、多い人。当然少ない人は満限になってしまえば、当然多い人にひがみ、やっ

かみということになるわけです。これがどうも業界内部、漁業者内部でかなり摩擦を起こ

し始めているということをよく耳にします。 

 当然このような状態が２年間も続くと、先ほどいろいろな委員の皆さんからも話があり

ましたけれども、今の状態の自然環境の中では、毎年大きく変動している中で、本当に２

年間、これを持ちこたえられることができるのかと。 

 資源管理の話からさせていただければ、水温が上がって、南方系の魚が北上してきて、

マグロが、どこへ行ってもくろまぐろは豊漁だ、豊漁だと言われて、ある意味では捕獲で

きない漁業種ですから、規制をされた漁業種といって、定置でも、はえ縄でもみんなそう

ですけれども、まき網もそうかもしれません。ある意味では邪魔なんですよね。そういう

状態に入ってきているんではないかなと私は思っています。 

 実態を知らない人は、リリースすればいいんだと簡単に言いますけれども、マグロは尾

っぽを持って５分もしたら死んでしまいますので、そうすると、それが死滅をしたまんま
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海の底に沈んでいく。獲らなければ罰則、罰金も、違反の指摘もされない。これが本当の

資源管理なのか。そういう資源管理の在り方というのは、非常に私は疑問に思っているの

ですが。 

 そういう中で、今回も７：３にリードしてきたのは水産庁なわけですから、ほかの漁業

種も７：３というが、なぜ７：３が好きなのか私分かりませんけれども、そうすると、く

ろまぐろだけではなくて、ほかの漁業種も同じことが起きるわけです。それをどのように

整合していくのか。だから、７：３で何年間やってみて、いろいろな不合理が出てくる。

それを修正していくというのは分かるんですが、まだ始めて二、三年しかたっていないも

のが、いとも簡単にころころ変えていくという。そういうことが本当に資源管理に対する

行政の在り方なのか。その辺ももう一度組み直しをちょっと考えていただきたいなと思っ

ております。 

 特にくろまぐろについては、何回もこれまでもずっと言ってきましたけれども、どの海

域に行っても増えている。ここに出席している委員だけじゃなくて、現場の皆さんだって

実感として持っているわけですよね。それは増えていない、増えていないと言うのが、一

方的に言っているのは水産庁だけ。こんな資源管理の在り方ってあるのかどうか、非常に

私は疑問だということ。今日決めるということじゃないようですから、意見ということな

ので、一言言わせていただきました。 

○田中分科会長 ありがとうございました。 

 資源管理部長、どうぞ。 

○資源管理部長 資源管理部長です。 

 私、２年前、現行の設定基準を定めた際に資源管理推進室長をやっておりまして、現行

の基準についていろいろ説明した立場にありました。２年前の７月には近かつ協、全マ協

双方から参考人に出ていただいて意見をお聞きした上で現行の基準になっているというこ

とではございます。 

 今回、見直すことについては、有効期間は原則は５年となっている中で、こちらについ

ては水産庁というよりは、漁業者の皆さんから、こういう新しい制度を導入するというこ

とで長期固定をされるのは非常に不安だという御意見がありまして、当初、水産庁は３年

を提案していたんですけれども、漁業者の皆さんの意見を踏まえて、では、２年にします

ということで、そういう経緯があったということでございます。で、２年経って、今回見

直すということです。 
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 一方で、７：３という現行の比率についても、当時、業界の関係者の中で意見が割れて

いて、これについて、その当時も、実績割りが多い方がいいとか、逆に均等割りが多い方

がいいという議論があったと記憶しております。そういう中で、こちらについては２年間

の状況を見て、どういう形にするかというのは、また、検討します、ということを申し上

げた上で今回に至っているということで、水産庁としては、今回、ころころと方針を変え

て見直すんだというつもりではございません。正に漁業者の皆さんが長期固定は嫌だとい

うようなことを受けて、２年間の状況を見て、今回、見直しますという形でございます。

この２年間の実績なりを見た上でこういう形にしているということでございます。 

 そういう中で、実績が少ない方、１年間であれば、いろいろな事情で多かったり、少な

かったりということが、倉委員がおっしゃったようにある中で、そういう意味では、これ

は、基本は３年分の実績を取って、ある程度平準化したものを使うと。ただし、今回につ

いては、2021年のデータについては問題があるということで、使わないという前提で、ど

うすればいいかということで、今回、水産庁としては有効期間２年間がよいのではないか

と。要は、ＩＱ管理下の下での漁獲実績であれば、一応、一定の操業機会が確保された上

で、獲ったのか、獲らないのかというところですので、それは２年がよいだろうというよ

うなことでございます。 

 そういう中で実績が少なかった方の扱いをどうするかということについては、川越委員

からも御意見ございましたけれども、それは現状でなくすということではなくて、均等割

り25％と。これについては当初、２年前に設定したときに、１航海当たりの平均的な漁獲

量をカバーできるぐらいは付けるというのが妥当だろうという形で、７：３という提案を

水産庁でしたわけでございまして、今回は、現状でまた１航海当たりの平均漁獲量をカバ

ーできるという意味で、800キロ程度という考え方でございますので、比率は変わってお

りますが、その比率に至った考え方自体をころころ変えているということではございませ

ん。そこは実績を重視、要は漁獲実績というのは公平な配分というのを考える上で、例え

ば漁獲能力ですとか、あるいは近年の漁場形成ですとか、あるいは経営の依存度といった

ところが結果として表れている数字だということ、そういう認識の下に、漁業法の中でも

法律本体の方で漁獲実績が勘案事項として挙げられているものですので、実績を重視する

という考え方については、我々として引き続き維持をした上で、そういう実績が少ない方

にどこまでの配慮をするのか、あるいは配慮することが適切なのかというのを考えた結果

として、今回の案をお示ししているということでございます。 
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 とは言え、今回はあくまでも我々の考え方を最初に御提示して、御意見を頂いた上で、

その御意見を踏まえて、また秋の水政審で諮問すべく、引き続き検討は続けていくという

ことですけれども、今回のこの案を御提示するに至った考え方について、ちょっと御説明

をさせていただきました。 

 以上でございます。 

○田中分科会長 ありがとうございました。 

 髙橋委員、どうぞ。 

○髙橋特別委員 ちょっと参考までにお伺いしておきたいんですが、今の漁獲実績、過去

の実績、これを基にしていろいろなものを決めると、こういうことなんですが、将来の予

測というのをどのように考えておられるのか。ずっと過去の実績というのは、獲った実績

ですよね。向こう１年間、２年間先の漁獲予想というものをどう考えておられるのか。そ

の辺は加味しているのか、全く加味しないのか。その辺もちょっと併せて教えてください。 

○資源管理部長 通常の考え方ですと、個々の漁業者が将来何トン獲るかというのを何か

確度の高いものとして予測するというのは難しいと思います。ですので、基本的には過去

の、直近の実績を用いて、獲る人は獲るであろうし、獲らない人は獲らないであろうとい

う考え方がベースにあって、実績ベースの配分というのが基礎になっているんだと思いま

す。 

 一方で、繰り返しになりますけれども、では直近３年、何らかの事情で獲れなかった人

というのは、いないわけではないんでしょうから、そこにどこまで配慮するのかというこ

とで、前回いろいろ考えたときに、最低限必要な数量ということで、１航海分ぐらいは、

要はくろまぐろ対象の航海に行くのか、行かないのか、持っていないと、それは行かない

という判断しかできないわけですから、その分ぐらいは最低限、先ほど「最低保証」とお

っしゃった委員がいらっしゃいましたけれども、付けるというのが適切だろうという考え

方に基づいてやっていると。 

 繰り返しになりますが、将来どうなるかというのは、実績を根拠に考えているというの

が現実のところだというふうに考えております。 

○田中分科会長 よろしいでしょうか。 

 ほかにございますでしょうか。 

○阿部委員 北海道ですけれども、よろしいでしょうか。入っていますか。 

○田中分科会長 入っています。どうぞ。 
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○阿部委員 今、いろいろな人の意見を聞いた中で、水産庁は今の25の75、これが一番ベ

ストじゃないかという話ですよね。また、委員の皆様は70の30で、そのままでいいんじゃ

ないかという話も出ているし、水産庁としてこれ、まだ時間があって、ここで決着を見な

くてもいいという話なんだけれども、今こういう話をして、決着見えるの。 

 水産庁は、今言っていることを言いたいわけでしょう、話から聞いて。これは決着を見

るために、どういうふうに最後を持っていくのか、ちょっとそれを教えてください。 

○田中分科会長 これは誰が答えるんですか。これは委員会が決定することなの。水産庁

が決定することではないですよね。 

○資源管理部長 法律の手続上はというか、規定からすれば、水産庁として案をお示しし

て、審議会との関係では案をお示しして、それに対して適切か、そうじゃないかという御

意見を頂くと。 

○阿部委員 それは分かっています。分かっているんだけれども、委員の中でも答えは大

体１本しか出ていないんだよね。でも、水産庁はまた違う話をしてきているんだから、ど

こで決着を見たいのかなという話を聞きたいのさ。委員の皆さんの意見はほとんど一緒じ

ゃないのかな。違うかな。俺、今聞いていて、何か委員の皆さんの意見はみんな同じよう

な意見じゃないのかなと認識はしているんだけれども、水産庁はまた自分たちで出してき

た案の方を一生懸命説明して、こっちで決めたいのかなというふうな認識に今聞いていた

んだけれども。だから、どこで決着見たいのという話を聞きたいです。そういうことです。 

○田中分科会長 では、まずその点でよろしいですか。では、木村委員どうぞ。 

○木村委員 今、御質問の中で、委員は全て７：３でという意見でしたけれども、私は決

してそういうつもりはなくて、今、こういう提案を水産庁から出されてきたので、具体的

には、今、僕は４ページの図を見ながら、これをどう評価したらいいのかというのを、今、

検討しているところですので、一本化などはされていません。まずその点は御訂正という

か、そういうものであるというのが私の意見で、多分ここの委員会の中でもそうなってい

るはずですので、７：３は委員の中の統一見解ではありません。 

 その上で、例えば差分でもって３割から、30が25に変わるということは何かの差分があ

ったわけなのですから、この２年間の間にどういう変化があったのかという具体的な数字

を出していただいた方がいいかなと。 

 例えば、今2022年度の割当て実績が書かれていますけれども、それ例えば2020年度でや

ってみたらどうなっていたのかとか、あと今800キロは最低保証というお話でしたけれど
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も、それを800キロでもってやったらば、30が25で十分であるという説明になるんですか、

これはきっと。 

○資源管理部長 そういうわけです。 

○木村委員 そうですよね。そういうことになるわけですよね。なので、800という基準

が変わらないんであって、それによって配分枠は２年ないし３年ごと変わっていくんだと

いうのが水産庁の説明なのかなと私は理解しました。一応その点を一つ確認したい。 

 あともう一つは、新規参入の方がいたときに、僕はこれから仲間２人ぐらい、３人ぐら

いでまぐろ獲りますと。そういう人たちが新規参入で入る場合にどこの枠を使うんですか、

これは。均等割りを使うのか、実績割りを使うのか。実績割り使えないですよね。だから、

均等割りを使うということになるんですか。 

○かつお・まぐろ漁業室長 まず質問の後半の方からの答えなんですけれども、新規参入

者が新たな許可を持って入るということはなくて、既存の枠の者の許可を承継するという

ことになりますので、新たな新規参入者の枠というのは、その前の許可受給者の枠をその

まま引き継ぐということになります。 

 前半の方の質問なんですけれども、今の割当てと、25：75にしたときの違いというんで

すか、それは一般論として、実績としては2020年と22年を使いますので、その両年に漁獲

実績を伸ばした方というのは６年度以降の割当ては大きくなるということは言えるかと思

います。 

 均等割りは30から25、縮小していますので、当然２年間にわたって実績のないというこ

とは、若干縮小するということになるんですけれども、実は2022年の当初配分時点で39隻

だった漁獲実績のない船が17隻程度なくなるということは、廃業される方もいるというこ

とですので、最終的な漁獲割当割合なり配分量というのは申請者の隻数で決まりますので、

蓋を開けてみなきゃ分からない。私が今、前半説明したことは、一般的に今の割当てと現

在の違いということでは言えるということ。当然実績70を持ってきているんで、20年と22

年、実績を伸ばした方は大きくなるし、獲られていない方は30から25に均等割りを減らし

ているんで、当然獲っていない方は減ってくるということが言えると思います。 

○木村委員 そうすると、今の説明からすると、実績割りだろうが、均等割りだろうが、

新規参入者が、新たに若者がぱっと入ってきて、やりたいといった枠は、この二つの枠に

はなくて、それを持っている人たちから譲り受けるというところから始まらなくちゃいけ

ないということですよね。これは結構高いハードルですよね。 
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 そういう中で、だから先ほどの中で均等割りが多いと新規参入が入りやすいというお話

が何か、私の誤解かもしれませんが、あったような気がするんですが、決してそういうこ

とではないということですよね。これを下げたところで新規参入者が入れる余地は何も変

わらないという理解でよろしいでしょうか。 

○田中分科会長 私の方から。答えは難しいんですけれども、ＩＱは船に付けられるんで

す、人じゃなくて。なので、その船の分を譲り受けない限りはないわけで。 

 それからもう一つ、くろまぐろに限った話で言うと、漁獲努力量はやっぱり過剰なわけ

ですよね。だから、新規参入といって次々と人が入ってきて、みんなが増えれば、１人当

たりの獲り分が逆に減るという、こういう事態になっちゃうわけです。むしろ、今の漁獲

努力量の水準から言うと、新規参入者は減らしたいというか、努力量自体は全体減らさな

いといけない事態になっているから漁獲量規制があるわけですね、厳しい漁獲量規制が。

ですから、多分新規参入者といっても、純粋に新しく入るんじゃなくて、今、はえ縄漁業

やっている人たちの中で、新たにくろまぐろの漁業を開始したいと。そういう意味での新

規参入者はいると思うんですけれども、全く新規に参入するというのは、新たに廃業者

─廃業者がいるという話でしたけれども、その人の持っている枠を船ごと買ってするし

かないということなんです。よろしいでしょうか、その説明で。 

○木村委員 それはよく分かりました。そうなると、新規参入という議論が今この中であ

ったんですけれども、それは全く考えなくていいということになりますよね。それはまた

別な話なので。この話の、７：３の割合の話には、新規参入のお話がちょっとあったんで

すけれども、それは全く関係なくて、新規参入の話は考えなくていいと。その上で７：３

が妥当かという議論をしていくためには、過去のものも含めて、その割合がどういう基準

になっていて、考え方がきちんと示されて、それが30から25に変えることが妥当であると

いう、数字的、あと考え方の思想を統一させれば、水産庁のお考えは理解されるものと私

は思っています。 

 以上です。 

○田中分科会長 資源管理部長、どうぞ。 

○資源管理部長 すみません、多分、今の議論、恐らく枠の話とかつお・まぐろ漁業の許

可の話が一緒くたになっていると思うんです。要は、現状、かつお・まぐろ漁業の許可、

これは、くろまぐろも含めた資源状況を考えると、許可自体はどんどん増やして新規参入

を入れるという状況ではないわけです。そういう意味では、成澤室長が説明したように、
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現状の許可が付いている船を買うなりして、そこから入っていくというようなことしかな

い、少なくとも当面の間は。そういう仕組みだと思います。 

 一方で、今、許可を持っているけれども、くろまぐろを獲った経営をしていない。例え

ば、ビンナガ、メバチというものを獲って生計を立てているんだけれども、資源も増えて

きたし、これからくろまぐろを獲り始めようと。そういう意味での、既存の者の中での新

規参入と言うんですか、そういうのはあり得ると。そういう意味では、そういう人たちと

いうのは実績がないわけですから、その枠、ＩＱをもらうためにということで、そこの配

慮ということを考えれば、今やっているところの７：３というのをやってきたのであり、

次の管理年度に向けては、水産庁としては25：75という比率が適切なんではないかという

考えということです。 

 先ほど800キロの話ございましたけれども、２年前検討したときには、１隻当たり平均

の１航海当たりの漁獲量が600キロ程度であったわけです。資源状況が良くなったりとい

うこともあって、２年経って、今見ると約800キロということになっているという違いが

生じていると。 

 一方で、２年前に検討したときと比べると、かつお・まぐろ漁業に配分されている、そ

もそものＴＡＣの配分が増えておりますので、この800キロ、要は量としては増えるわけ

ですけれども、均等割りの割合としては25に減らしても、この800キロというのを均等割

りによって配分できるような状況になっていると、そういう状況だということでございま

す。 

 以上でございます。 

○田中分科会長 よろしいでしょうか。割合というよりは、混獲の800キロと、そっちが

基準になっていると。 

 川辺委員、どうぞ。 

○川辺委員 ありがとうございます。私も誤解しておりまして、これは近かつ対全マ協の

話なのかと最初思っていたのですけれども、この参考２の資料を拝見していますと、近か

つの中でも本当にいろいろな御意見があるというのがよく分かりました。 

 もともと３：７という話だったと思うのですけれども、均等割りを３よりも多くしてく

れという意見の方が多いんですね。少なくしてくれというのが、多分、先ほど沖縄ですか、

少し出てきてはいるんですけれども、ほとんどが３、あるいは、それを多く、４とか５と

かというふうに増やしていらっしゃると。そういう御意見と、この25％に減らす方向との
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間に突き合わせというか、水産庁さんが原案として出された25というものを理解していた

だくようなことが必要ではないかと思いました。もちろん、12回お話しされるなかで、や

っていらっしゃるんだろうとは思うのですけれども、乖離があるのかなと感じております。 

 意見ということで、以上でございます。 

○田中分科会長 ありがとうございます。今、川辺委員が指摘された点なんですけれども、

これ考えると、増やす方が主流派で、減らす方はマイノリティーなんだけれども、少数派

なんだけれども、実績を見るとそうなっていないという。つまり、増やしたいという人た

ちは多分、これから本当に獲るつもりがあるのかどうかもという問題があって、その枠を

どうするつもりなのかという懸念が、何か私はこれぱっと見たときに思ったわけです。何

かの材料にしよう。 

○川辺委員 すみません、私も事前にお話を伺ったときに、このＩＱはＩＴＱになってい

るのではないかと。移転できるようになっていて、そこに何か・・。 

○田中分科会長 そういうこと。言えないことが。 

○川辺委員 何かあるのかなという気がしないでもないのですけれども、そこも含めて実

態との乖離と、それから御希望と、あと資源管理の方向性というものと、もっと突き合わ

せられた方がよろしいんじゃないかとに思った次第です。 

○田中分科会長 いいですか。まあ、御意見頂いたということで。多分皆さん、背後にあ

る問題をもう御理解いただいたと思うんですけれども。 

 よろしいでしょうか。 

 ほかの点はどうですか。もう一つ話題になっているのは、何年を実績に取るかというこ

とで、水産庁の方の提案は21年を外した20年と22年ということで、21年については前回

─いつでしたっけ。これは統計的にも異常な分布になっているんで外そうということで、

こちらの会議ではそういう方向に選択したということなんですけれども、その点もよろし

いでしょうか。 

 ＩＱとそうでないのが混在していたんで、大分分布がゆがんでいたと思うんですけれど

も、漁獲の分布が。よろしいですか。 

 議論になった点は、均等割りと実績の配分のところだと思うんですけれども、ちょっと

私が今議論して気になっていた点が一つあって、こうやって基準をあんまり変え過ぎると、

後々大変じゃないかと。つまり、２年ごとにこれを毎回いろいろやるのかと。それはそれ

で大変なんで、ある程度、何というか、ルール化。極端なことを言うと、計算式みたいな
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ものができていれば、それが合意できていれば、文句ないだろうというような感じがした

んですけれども。 

 例えば、日本の国内でやっているＴＡＣ管理、あれも事前に計算式が決まっていて、合

意したら、それで何年間かやるという方式になっているわけですね。そういうものを導入

しないと、ＩＱをする全ての魚種について、毎回毎回、毎年毎年のように議論するはめに

なるんじゃないのということで、水産庁の方に何かそういう方針を考えていただきたいと

いうようにちょっと思ったんですけれども。 

○資源管理部長 先ほど成澤室長の説明にもありましたけれども、漁業法の枠組みの中で

は有効期間５年が基本となっておりまして、水産庁としてもできるだけ長期にという考え

はございます。 

 一方で、このＩＱ制度、漁業法が変わって新たに導入された制度ということで、関係漁

業者の皆さんは、長期固定されるということに対して非常に不安を覚えていると。当面は

ということで、言ってしまうと、ほかの資源については、ほぼほぼ１年見直しになってい

ると。ただ、その度に変えている、そのままいくのか変えるのかというのはございますけ

れども、特にほかの資源については、このくろまぐろのように獲らない人は全く獲らない

し、獲っている人は人の何倍も獲るというような状況ではなくて、例えばサバにせよ何に

せよ、それなりに皆さん獲っているという状況があるので、かつ大中型まき網であれば、

ＩＱ制度に移行する前も自主的なＩＱの取組なんかもやられたりしていて、１年更新にし

ているからといって、毎年、比率だ何だを見直しているかというと、そうではないという

状況です。 

 一方で、このかつお・まぐろ漁業のくろまぐろについては、こういう獲る人、獲らない

人の差が大きい。そういう中で総量管理の際には先獲り競争で一気に積み上がってみたい

な状況があって、ＩＱを入れたことによって、いろいろな操業の実態が変わってきている

という面がございます。ですので、いきなり今回、例えば５年にするだとか、そういった

のは、漁業者さんの考えを考慮しても、なかなか、今回長期化するというのは難しいんじ

ゃないかと思います。 

 一方で、このＩＱによる管理が定着・浸透してくれば、当然、そういう有効期間の長期

化というのは目指すべき方向ではあると思いますので、そういった形で検討をしていくと

いうことかと思います。 

○田中分科会長 ありがとうございました。 
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 川越委員、どうぞ。 

○川越特別委員 今の部長のお答えというか、やはり現場としては─水産庁の仕事的に

は確かに長期でやった方が仕事もしやすいだろうし、だと思うんですけれども、やはり現

場的には、なかなか５年だとか、３年でもちょっと待てよというような思いが皆さん、ど

の魚種でもあると思います。特に直近のここ３年、このコロナ禍─まあ、タイミングよ

くコロナ禍だったんですけれども、この時分からとにかく海洋の環境は変化しております、

どの魚種も本当に。だから、そこについては、今、部長の答弁のとおり、長いスパンじゃ

なしに、細かくでも見直しだとか検討はやっていただきたいと私は思います。なかなか安

定した、３年、５年の漁況の安定ということは、これから先、私は見えないと思います。

確かに理想論としては、そうなるのはありがたいです。 

 ということは、毎年の漁獲実績が安定したものができれば、こういう問題もなかなかク

リアできると思うんです。皆さんが安定して漁獲できれば、こういう問題も不公平感もな

いし、自分の漁業としての、各漁業者の個々の技量において実績があるということで、皆

さん御理解も納得もしながら漁業経営ができるというのは、その暁は、やはり漁業経営の

安定だと思うんです。だけど、この二、三年が全く先が見えない。先ほど言われた、大中

型まき網がどうのこうの言われますけれども、そこについてはどの魚種でも獲れる。マグ

ロを獲ってしまえば、今はイワシを一生懸命獲っておられる。そういういろいろな魚種を

目指してやれるから、１年をトータルして漁業経営的に安定ができる。漁獲も、それなり

に実績は上がっているから、そこには大きな問題はないでしょう。だけど、こういう資源

は増えているのに、なかなか資源を有効に漁獲できていないというのが、今のこのかつ

お・まぐろ漁業だと思うんです。なかなか─まあ、自分は専門ではないですけれども、

今まで自分がやったことのない漁業に、幾ら資源が増えたからといって、新たにやってみ

ようかといっても、なかなかそう簡単に、今年はこれやるからといって、今まで実績の悪

かったと同じだけの漁獲ができるものでもないと思いますし、だけど、そういう中で、こ

ういう問題はなかなか、確かに面倒くさいかも分かりませんけれども、短いスパンの中で

そこはちゃんと見直しだとか、そういうことは私はやっていただきたいと。安定はしませ

んよ、この海は。もう一年一年、どの魚種でも本当に先が見えない。だから、先が見えて

いる安定した漁業というのは本当に少ないはずだと思いますわ。だから、そこは今の部長

の見解どおり、その方向性でやっていただきたい。会長は確かに長いスパンの方がやりや

すいよねと言ってくれるかもしらんけど、だけど、現場的には絶対そういうことはないと
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思いますから、もうそこは短いスパンで検討してください。確かに安定して、安定した資

源管理ができて、漁況、海の中が安定するような状態になれば、またそういう平和な議論

ができると思いますけど、今は先が見えないですわ、何だかんだいっても。資源が増えて

いる、増えているといっても、それを皆さんが効率よく漁獲できているかといったら、そ

れもなかなか今の話を聞いていると難しい状況なのかなと思います。特に近海かつお・ま

ぐろなんかは。我々は日本海ですから、日本海はとにかくマグロが増えています。本当に

増えています。もう魚群探知機に私らも見たことないようなマグロの映像がいっぱい出て

いますから、日本海でも本当にそういうはえ縄漁業でマグロいっぱい獲ってくれれば私は

ありがたいなと反面思うぐらいですから。 

 そういうことも踏まえて、水産庁の方も魚谷部長の方針どおり、漁業者に寄り添う政策

をやってくれるためには、もう少し配慮をしてほしいなと思う。その中に少し、去年、一

昨年の実績はこうだからということで、25、均等割りを下げるという話については、ちょ

っと私らも納得はできないところがあります。だから、最低でも現状維持、若しくは、少

しながら皆さんの漁獲意欲を上げるためには、やはり均等割りを私は少し上げるべきだと

思います。 

 というのは、１航海に800キロだからいいじゃないかと言うけど、マグロのあの大きさ

からしたときに、800キロって大した本数じゃないでしょう、１航海。だから、今の気仙

沼の方の参考意見にもあるようで、ただ少ないくろまぐろを獲って、わざわざ港に水揚げ

に入るのかというような、これも間違いない、経営的に。やはりこれしか獲れないから、

少ないものだけ持って入ろうかというような、そんな商売の漁業のやり方をする方はおら

れませんので、そういう中で、先ほど最低保証だとか、そういうベースだとかいうところ

がある中をもう少し上げてあげれば、そこに打ち込める。少しずつでもくろまぐろの漁獲、

水揚げがあるんじゃないかなということも私らは思いますので。 

 ちょっと漁獲の実績のシェアで均等割りを下げるということについては、私はいかがな

ものかと思っております。 

○田中分科会長 ありがとうございました。部長の方からは汗かくというありがたい御意

見だったと思いますけれども。 

○川越特別委員 それはありがたいな。 

○田中分科会長 ここの委員の皆さんにも、お時間を割くことにもなりますが、その点は

御了承いただくという。 
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 ほかに御意見。実績については特段、実績に使用する年については特段御意見がなかっ

たということでよろしいですかね、20年と22年。 

○川辺委員 ちょっと質問していいですか。 

○田中分科会長 はい、川辺委員どうぞ。 

○川辺委員 ありがとうございます。漁獲量じゃなくて、実際の漁獲能力に応じた割当て

ということを全マ協さんがおっしゃっていらっしゃるんですけれども、漁獲能力に応じた

割当てをすると、分布は変わるものでしょうか。そういう計算をされたことはあるんでし

ょうか。 

○かつお・まぐろ漁業室長 それは先ほど部長の方からあったように、未来をどう予測す

るかということの問いであれば、先ほど部長が答えたように、まあ、努力量という概念も

ありますけれども、やっぱり直近の漁獲量を基に、獲る人は獲る、獲らない人は獲らない

ということという答えでよろしいですか。というふうになると思うんですけれども。その

言われている努力量というのは、例えば針数が違う者を比べてみた、そういうことでしょ

うか。そういうのはちょっと……。 

○川辺委員 何をもって漁獲能力の要素と考えるかによるとは思うのですけれども。 

○資源管理部長 「漁獲能力に応じて」って、言うのは簡単なんですけれども、漁獲能力

とは何ぞやというのは、なかなか客観的な形で定量化、数値化はできないと思います。も

ちろん、船の大きさだとか、あとは例えば底びきであればエンジンの馬力だとか、そうい

ったものが一部漁獲能力に影響を与えるものではありますけれども、例えば、漁労長の腕

だとか、そういったものが最後効いてくるとかいうのはありますので、そこは漁獲能力に

応じた配分と口では言えても、実際にはできないということだと思います。 

 ですので、先ほどの繰り返しになりますけれども、要は漁獲実績というものには、漁獲

能力だとか近年の漁場の形成、要は漁獲機会がどれぐらいあるかですとか、あるいはその

人がどれぐらい漁獲意欲があるか、あるいは経営がどれぐらいその魚種に依存しているの

かというものが、結果として、定量的に使える形で表れているのだ、という考え方で、実

績をベースに、というような配分を、これまで、過去の旧ＴＡＣ法時代から実績を使った

配分を基本としていると。ただ、実績そのままなのかと言われると、そうではなくて、例

えば関係者間の合意に基づいて配分を決めたりですとか、あるいはＩＱになれば、それこ

そ都道府県とか大臣漁業種類ごとの配分レベルではなくて、正に個々の漁業者の経営に直

結するわけですから、例えば、このＩＱの配分については実績割りと配分割りの組合せみ
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たいな形で実施をしているということでございます。 

 ＴＡＣ管理、要は上限のある中での配分ですので、漁獲能力があれば、それに応じて限

りなく、どこまでも配分できるというわけではないということで、そういう中で漁獲割当

割合ということで割合をまず決めて、毎年のＴＡＣの設定・配分が決まったら、その割合

を乗じて、個々の割当量が決まるというような仕組みになっているというふうに御理解い

ただければと思います。 

 以上です。 

○川辺委員 ありがとうございました。実績として漁獲能力が表れているという理解でよ

いということですね。ありがとうございます。 

○田中分科会長 よろしいでしょうか。 

 まあ、大方意見も出尽くしたということで、特に議論になったのは割合ですか、均等割

りと実績の点。それ以外については特段余り御意見はなかったということだったと思いま

すけれども。 

 ほかはよろしいでしょうか。ウェブ参加の方で特にないでしょうか。 

 では、ないようでしたら、今後の進め方について事務局から何かございますでしょうか。 

○かつお・まぐろ漁業室長 本日の議論を踏まえ、次回の分科会では、資源管理基本方針

の変更案をお諮りしたいと思います。 

○田中分科会長 ありがとうございました。 

 それでは、以上をもちまして協議事項を終了したいと思います。 

 続きまして、審議事項に入ります。第15回資源管理手法検討部会の結果について、事務

局から説明をよろしくお願いいたします。 

○資源管理推進室長 資源管理推進室長の永田です。資料の３を御覧ください。 

 資源管理手法検討部会は、ＴＡＣ魚種の拡大の候補魚種につきまして資源管理方針に関

する検討会、いわゆるステークホルダー会合での議論に向けた論点・意見を整理するため

の部会となっております。 

 この部会の運営規則の第２条で、「部会は、調査審議の結果を分科会に報告し、分科会

は、その結果を審議し、議決する。」とされております。 

 今回は、６月12日に開催いたしました、マダイ瀬戸内海東部系群、それからサワラ瀬戸

内海系群につきまして検討を行った第15回の資源管理手法検討部会において取りまとめら

れた論点・意見について、まず事務局である水産庁から御報告いたします。 
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 資料３のところを御覧ください。 

 まず、「１.マダイ瀬戸内海東部系群」についてでございますが、これまでと同様に、

「漁獲等報告の収集について」、それから「資源評価について」「資源管理について」

「ＳＨ会合で特に説明すべき重要事項について」と、四つの項目に整理しております。順

に読み上げてまいります。 

 まず「漁獲等報告の収集について」。 

 即時性のある正確な漁獲量を把握する体制の構築が必要。また、現場に負担のかからな

い電子的な報告体制を整備すべき。 

 自由漁業や遊漁による採捕量を把握する体制の構築が必要。 

 「資源評価について」。 

 漁獲の強さはＭＳＹを達成する水準を上回っているにもかかわらず、資源が増加してい

る要因について分析すべき。 

 親魚量の目標は、過去最高の親魚量の約1.5倍となっており、環境収容力等を考慮して、

目標の妥当性を含めて再度計算・検討すべき。 

 遊漁者の採捕実態、影響を踏まえた資源評価とすべき。 

 「資源管理について」。 

 瀬戸内海の環境収容力や他の漁業への影響、サイズ別の市場価値を考慮して、管理手法

や目標を設定すべき。 

 底びき網漁業や定置網漁業ではマダイ以外にも多様な魚種が漁獲され、ＴＡＣの上限に

達したからといって操業をやめるわけにはいかないため、弾力的な運用を行うべき。 

 遊漁者による採捕も含めた管理体制を構築すべき。 

 瀬戸内海は二つの系群ではなく、一つの系群で管理すべき。 

 「ＳＨ会合で特に説明すべき重要事項について」。 

 漁獲量が増加傾向にあり、価格も下がっている中で、数量管理を導入することのメリッ

トを提示する必要がある。 

 瀬戸内海では入会が多く、一部の県では複数の系群を利用している実態を踏まえた管理

方法を示すべき。 

 続きまして、２ページ目でございます。「サワラ瀬戸内海系群」について。同様に四つ

の項目に整理しております。 

 「漁獲等報告の収集について」。 
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 電子的な報告体制の整備状況等を踏まえながら、報告義務の履行について府県間で差が

生じないような体制を構築するべき。 

 自由漁業や混獲による採捕、遊漁による採捕に係る報告を収集する体制を構築すべき。 

 「資源評価について」。 

 加入量の推定方法、資源量及び親魚量の関係性、直近年のＣＰＵＥの増加の要因、再生

産関係式や資源評価の妥当性について、丁寧に説明すべき。 

 他魚種による捕食や環境要因、遊漁による採捕を考慮した資源評価を行うべき。 

 「資源管理について」。 

 小型魚の保護など、これまでの漁業者の自主的な資源管理の取組みを考慮した、幅広い

漁獲シナリオの検討が必要。また、複数の漁獲シナリオを図示した上で、漁業者に説明す

べき。 

 府県間で実施してきた広域資源管理の取組を、研究機関による検証・分析を踏まえ、必

要なものだけにすべき。 

 これまでの資源管理の取組などを踏まえ、不公平にならないＴＡＣの配分方法を検討す

べき。 

 「ＳＨ会合で特に説明すべき重要事項について」。 

 現状の資源管理では不十分で数量管理を導入する必要があることや、数量管理のメリッ

トを説明してほしい。 

 サワラを主目的としていない漁業や遊漁による採捕の管理の方法について説明すべき。 

 数量管理の導入に当たっては持続的な漁業経営という視点も含めて検討すべき。 

 ＴＡＣの配分数量の融通など、これまで行われてきたＴＡＣ管理の運用方法について丁

寧に説明すべき。 

 このような取りまとめの案としたところでおります。どちらも瀬戸内海の資源でござい

まして、遊漁についての御意見ですとか、あとは漁獲量の報告について地域によって差が

あることについてしっかり報告体制を整備すべきというような御意見を頂いております。 

 また、マダイの方については、底びき網、定置網での多様な魚種が漁獲されている中で

の漁獲ということで、弾力的な運用に関する意見がある一方で、サワラの方では広域的な

資源管理の取組がうまくいって資源状態も良いという中で、従来目的としていない漁業に

よる採捕が増えてきているという意味で、そちらの管理もしっかりすべきだというような

御意見も頂いたところでございます。 
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 なお、これにつきましては、本日欠席の三浦委員から、本議題への意見書の提出が事前

にありましたので、読み上げさせていただきます。 

 意見。 

 サワラ瀬戸内海系群は、平成14年度から20年以上にわたり広域的な資源管理が実施され、

資源が回復してきた。この取組に当たっては、本会も事務局として関わってきたが、資源

が回復してきた要因は、関係11府県が広域的に連携して取り決めた網目規制や休漁等の管

理措置の実践の結果によるものである。今後のＴＡＣ導入に係る協議に当たっては、自主

的管理として実施されている11府県による取組を尊重し、ＴＡＣ導入の有無にかかわらず、

しっかりと国による関与と調整等をお願いしたい。 

 このような御意見を頂いております。 

 以上でございます。 

○田中分科会長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明について、何か御質問等ございますでしょうか。 

 御欠席の三浦委員の御意見はごもっともですよね。資源管理の旗振り役の資源だったわ

けで。成功例として。 

 よろしいですか。 

 ウェブ参加の方も特によろしいですか。 

 山内委員、どうぞ。 

○山内特別委員 ありがとうございます。 

 最後に参考資料として頂いた「水産資源ごとの検討進捗状況」なんですけれども、さき

に示していただいた全体のＴＡＣ導入に向けたロードマップがあるかと思います。その中

で、非常に多くの魚種を扱われている中で大変な労力をかけていただいているというふう

に思っております。また、丁寧に全て回っていただいていると思っています。 

 そういった意味では、ロードマップの期限に、もしかすると全てを達成することが難し

いかもしれない状況も、もしかしたらあるのかなとも思うんです。その場合に達成しない

から悪いということではなくて、その期限が来てから「間に合わなかったから延ばします」

というよりも、どこかで中間的に、「こういう課題があって、回したときに、ここがもう

少し丁寧に必要だったので延ばす」とか、そういったプロセスの改訂であったり、ロード

マップ自体の改訂が必要な場合にでは、是非ちょっと早めに頂けると、ステークホルダー

も安心するのではないのかなと思いました。何か「間に合わなかった」「やってみたけれ
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ども間に合わなかった」ということよりも、「もうそれも折り込み済みで、しっかりレビ

ューをしてロードマップの改訂がされていくんです」ということが説明された方が安心す

るのかなというふうに思いました。ありがとうございます。 

○田中分科会長 御意見を頂いたということでよろしいですか。まあ、何をもってＴＡＣ

管理が導入されたのかと。その問題もありますけど。 

 では、特にないようでしたら、第15回資源管理手法検討部会の結果につきましては、原

案どおり承認していただいたということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○田中分科会長 ありがとうございます。特段御異議ないようですので、そのように決定

いたします。 

 以上で審議事項は終了したいと思います。 

 それでは、報告事項に入ります。 

 事務局より報告事項が３件あります。 

 初めに、太平洋クロマグロの資源管理について、事務局から説明をよろしくお願いいた

します。 

○資源管理推進室長 資源管理推進室長です。資料の４－１を御覧ください。太平洋クロ

マグロについて、今回は融通等の結果について御報告いたします。 

 ６月以降、３回、融通等によって漁獲可能量の一部変更を行っております。 

 まず１ページ目の下の部分でございますが、本年の４月に都道府県に対して融通要望調

査を実施しておりまして、その回答がこの１ページの下に載せてあるものでございます。 

 これを受けまして、交換が成立したという内容、次のページの上にございます。大中型

まき網の83.8トンを始め、岩手県、福井県の計88トンの小型魚と北海道の52トン始め、新

潟県、石川県、愛媛県の大型魚88トン、この交換が成立しておりまして、６月７日付けで

漁獲可能量の変更を行っております。 

 二つ目が、これは要望調査とは別に、個別での協議の結果、交換が成立したというもの

ですが、７月12日付けで北海道の小型魚0.8トンと佐賀県の大型魚0.8トンを交換するとい

うことが成立しておりまして、変更を行っております。 

 三つ目が３ページの上ですが、本年６月に第２回の融通要望調査、都道府県に対して実

施いたしました。その結果、下の段になりますが、大中型まき網から小型魚10トンを鳥取

県へ譲渡するということで変更を実施しております。 
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 次のページに、これらの変更後の漁獲可能量の配分数量、小型魚、大型魚、それぞれ表

の形で掲載しておりますので、詳細は後ほど御覧いただければと思います。 

 以上でございます。 

○田中分科会長 説明ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、何か御質問等御意見ございましたら、発言をよろしくお

願いいたします。 

 大分クロマグロの融通は円滑に進むようになってきたようですね。こういうふうに枠の

融通ができるということも、もう少しいろいろな沿岸の漁業者にも理解というか、宣伝す

るというか、そういう機会があった方がいいように思うんですけれども。何かそれについ

ては具体的な策とかありますでしょうか。 

 いや、なぜそう思うかというと、資源管理手法検討部会で、その枠がいっぱいになった

ら、もう操業できないからやりたくないという、そういった単刀直入な意見が毎回出てく

るわけなんだけれども、多分こういうのをよく知らないんだと思うんですけれども。 

○資源管理推進室長 ありがとうございます。ＴＡＣ魚種拡大の議論をしていく中で、い

ろいろな会議、説明の場において、ＴＡＣの柔軟な運用、こういうことをやっていますと

いう資料を使って説明している中で、この留保からの迅速な配分ですとか融通ということ

を仕組みとしてやっていますというのは、なるべく機会を捉えて説明するようにしている

ところではありますので、またそういったことをしっかり説明して、理解していただける

ようにしていきたいと思っております。 

○田中分科会長 ありがとうございました。 

 ほかに何かございますでしょうか。 

 ウェブ参加の方も特にないですか。 

 なければ、続きまして、これはクロマグロ以外ですね。国の留保からの配分等について、

事務局から説明をよろしくお願いいたします。 

○資源管理推進室長 引き続き資源管理推進室長、永田でございます。資料の５を御覧く

ださい。 

 こちらは、クロマグロ以外の特定水産資源の漁獲可能量及びその配分の変更のうち、あ

らかじめこちらの分科会に意見をお聞きして同意を得た上で、具体的な数字については事

後報告とさせていただいているものについての御報告でございます。 

 今回は、２点ございます。 
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 ２ページ目を御覧ください。 

 まず一つ目が、まいわし対馬暖流系群についてでございます。６月30日に国の留保から

島根県に１万5,000トンを配分しております。こちらは、数量明示の配分を受けている関

係者間での合意に基づくものでございます。 

 二つ目がまさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群についてです。こちらは６月16

日に鹿児島県から島根県、山口県へ計1,000トン融通をしております。 

 以上でございます。 

○田中分科会長 説明ありがとうございました。 

 ただいまの説明について、何か御質問、御意見等ございますでしょうか。 

 これも大分円滑に進むようになった例の一つですね。 

 ウェブ参加の方もよろしいですか。 

 特にないようですので、それでは先に進めさせていただきます。 

 それでは、続きまして、漁業構造改革総合対策事業の進捗状況について、事務局から説

明をよろしくお願いいたします。 

○管理調整課長 管理調整課長です。最後の報告事項になりますが、漁業構造改革総合対

策事業、いわゆるもうかる事業の進捗状況について御報告をいたします。資料６になりま

す。 

 今般、この事業のうち、大中型まき網漁業のプロジェクト１件、これが間もなく終了す

るところということで、従来の試験操業から本許可に移行するために、その状況を御報告

させていただくというものでございます。 

 資料６の１ページをまず御覧ください。 

 大中型まき網事業の合理化というのはどういうことかというのを、そこに簡単に書いて

ございますけれども、隻数の縮減によって漁獲能力を増やすことなく、一方でコストを大

幅に削減をする。そのことによって安定的な経営を図る、こういった合理化の取組のこと

を言っています。 

 例えば、網船を大きくする。そのことによって居住環境の改善や安全性の向上を図ると

同時に、船団の中にある隻数を減らすこと等々を通じてコスト削減を図っていく。そうい

う合理化の取組のことを言っております。 

 ２ページを御覧ください。 

 この構造改革の取組においては、網船を大型化するということもあるので、トン数規制
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を超えることになることから、海区ごとに試験操業という形で実証事業、実証操業しなが

ら、漁獲量が増大しないかどうかといったことを確認した上で本許可を進めていく。こう

いう方針を取っておるわけでございます。 

 ３ページを御覧ください。 

 今、一般的な話をいたしましたが、本日御報告するのがこの３ページの具体的なプロジ

ェクトのことでございます。第八十八天王丸のこの構造改革の取組状況というものを３ペ

ージに整理をしております。 

 この船団ですが、主に東海黄海海区において、アジ、サバ、イワシ等を対象とした操業

を行っております。そのページの上の方に書いていますが、網船を135トンから199トンに

大型化をする。同時に、火船の方は１隻減らして、従来の２隻から１隻にする。こういう

構造改革、合理化の取組を令和２年から行っているということでございます。 

 その結果がどうだったのかというのが３ページの下の方、赤枠の中に書いてございます。

漁獲量がどうだったかということを簡単に紹介をしているのがその部分ですが、実証事業

を開始する前、平成29年度から令和元年度の漁獲量をほかの船団の平均を100とした場合

の数字でいくと、平均で86、これが改革前の漁獲量の言わば指数みたいなものです。右側

にいって、それが実証事業後どうなったかというと、令和２年度から４年度までの平均で

82ということなので、86から82、すなわち漁獲量の増大というのは見られないという結論

になっております。その意味では、資源管理上は問題がないということが確認できるとい

うことでございます。 

 そのことが実証の中で確認できたことから、この試験操業は令和５年の８月31日で終了

になりますので、この結果を踏まえて本許可を行っていくということとしているところで

ございます。 

 以前からこの分科会でも御説明しておりますけれども、この構造改革の取組というのは

今後とも透明性のある形で進めていき、かつ沿岸漁業の皆様にも十分配慮しながら実施し

ていくということで進めておりますので、引き続き御理解いただければと思います。 

 簡単ですが、以上です。 

○田中分科会長 説明ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、何か御質問、御意見等ございましたら、発言をよろしく

お願いいたします。 

○倉特別委員 質問です。 
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 網船が135トンから199トンになりました。運搬船はそのままです。火船が２隻が１隻に

なりました。乗組員は７名減ですか。恐らく経費の減少というのが、経費を抑えることが

できたというのは、ここから読み取れると思うんです。量的にも86が82ということで、そ

んなに変わっていませんよということで、こういった船団をもっと増やしていこうという、

そういうお考えですか。 

○管理調整課長 基本的には漁船漁業の体力強化というか、力を上げていく、経営を改善

していくというのが大きな方向性だと思います。その取組の手法はいろいろあると思いま

すが、例えばこのもうかる事業というのは漁獲能力、つまり資源管理上問題がないという

ことは確認しつつ収益は上げていく。そのためにどういう改革をしていけばいいのか。こ

の場合はこういう形の合理化を支援していくというスタンスで今やっておるということで

ございます。 

○倉特別委員 船が大型化していくということですから、大型化することによって安全性

が高まります。それから、船員の快適性というんですか、こういったものも高まっていき

ますということで、量的にも変わりませんということなので、良いことばっかりなのかな

というふうに思われるんですが、もう長い歴史の中でまき網と沿岸漁業とのトラブルとい

いますか、長いけんかがあります。京都でも操業禁止海域は３海里ということで、恐らく

これはまき網が非常に小さい２そうまきですとか、20トンを下回るような、そういった船

での操業が中心だったので、できるだけ磯まで来て操業させてあげようということだった

と思うんです。 

 ところが、今大型化が推進されている中で、200トンの網船というふうなことになって

きますと、別に磯まで来なくても操業はできるん違うかというふうな、そんな思いの方が

非常に多いです。したがって、こういった事業を進めていただくというのは漁師にとって

も非常に良いことだと思いますので、進めていただければいいんですが、その操業海域、

これの見直しについても是非とも検討をしていただきたいと。 

○管理調整課長 ありがとうございます。正におっしゃるとおり、長い長い─何という

か、まあ、いさかいと言うとちょっと言葉が語弊あるかもしれませんけれども、正に沿岸

の皆さんとまき網の皆さんとの間に、ここはもういろいろな場所でトラブルとかがあった

というのは、正におっしゃるとおりですし、そこを一方で話合いとか、調整の苦労もして

きたというのも一つの歴史だと思います。別にそれを、こういう取組を通して何かないが

しろにするというつもりはさらさらなくて、飽くまで構造改革ということと漁業調整とい
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うことを両方でやっていくという趣旨なので、そういう意味でも今日こういう形で、オー

プンな形で御報告をしているというのは、そういう意味もあるのです。なので、沿岸の皆

さんとの漁場をめぐる調整の部分というのを決して脇に置くことなく、でも一方で、漁船

漁業の体力は上げていく必要もあるだろうと。その難しいバランスの中でやっているとい

うふうに御理解いただければと思います。御意見はそのとおりだと思っています。 

○倉特別委員 この問題については、大臣許可の話ですので、都道府県の漁業調整ではと

てもできないと思っています。無理だと思っています。したがって、国の方でそこら辺の

仲立をしっかりとやっていただきたいというのが要望です。 

○田中分科会長 当然そういった要望は承ったということだと思います。 

 ほかに。 

 川越委員、どうぞ。 

○川越特別委員 川越です。 

 私自身も今このもうかる漁業にトライしてやっております。今年３年目でやっています

が、以前からもこの報告でちょっと感じておるんですけれども、参考に、今回までに本部

会で報告した改革型漁船ということで、これ全部まき網船なんですわね。ということは、

まき網船の方が実証事業としてのいわゆる成功というか、良い形で事業ができておるんだ

なという事例を出しておられるんですか。それとも、いろいろな漁業でもうかる漁業をや

っているのに、ほかの事例を出してこないということについては、毎回毎回まき網の改革

漁船のことばかりやっていて、なのに実際にはほかの漁業もいろいろなものトライしてい

るというところがありますので、この事業をもう少し皆さんの理解を得るためには、もう

少しいろいろな例を私は出してほしいと思います。 

 というのは、自分がやっている漁業の中で、今、倉さん言われるとおり、まき網船とい

うのは、船は大型化をしているのに沿岸漁業とリンクしているということですわ。あとの

大臣漁業は、指定漁業のもうかる漁業は沿岸から排除されております。いわゆる公海の中

での漁業が多い中で、今のこの資源環境、海の環境の変化でなかなか苦労していると思う

んですわね、どの漁業もここ二、三年が。そういう、なかなか苦労しているところもある

ということもありますので、そういう事例もこういう部会でも私は報告すべきだと思いま

す。ただただ成功して、ただこれ見るには、確かに５隻が４隻になる。少ない船団で効率

よく今までの実績の９割の水揚げができますよと。経費は20％削減できて、漁獲はそれな

りの九十何％を確保できると。確かにこれはいいなと、成功だなと。これからのまき網漁
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業の在り方はこうなんだなと言うかもしれませんけど、だけど今言われるとおり、そうい

う大型化はするにしても、沿岸漁業のところを操業できるという、なかなか良い環境なん

ですわ、はっきり言って。だけど、反面、環境は悪化しているところでもトライしている

漁業があるということは、やはりそこは認識を持ってもらいたいと。 

 私ごとでもそうですけれども、今やっている漁業の中でなかなか難しいところは出てく

ると。いつだったかな、１か月前ですか、水経新聞の記事にも出たように、サンマの方で

ももうかる漁業のこれからのいろいろ対応ということについての何か陳情があったでしょ

う。そういう中で少し、サンマの漁業者さんの方にお話を聞くとか、やはりここ二、三年

の不漁で、本当に苦労していると。 

 という中で、やはり実証計画を１年目に策定する、審議する、承認する。そのときには、

それなりの漁獲実績を基に、過去の五中三の実績の下にそういう設定をしたにもかかわら

ず、ここ２年、３年のこういう不漁のための、やっぱり漁獲実績ができないというところ

で、なかなかそこの計画に持ってこられないで皆さん苦労しておりますから、やはりそう

いうところを。ただ、もう初めに決めたことを、だからどんな状況でもこうだよというん

じゃなしに、もう少しそういう対応をしてやれるような、こういう事業に私は持っていっ

てほしいと思います。 

 というのは、本当に皆さん苦労しておるもうかる漁業はあると思います。だけど、皆さ

ん頑張ってやっているから、それはそれなりの結果も出してある。だけど、今の状況で結

果が出ない船、事業はありますので、そこについては本当に現場をよく見て、現場の意見

も聞いて、できる対応はやっていただきたいと。それをもってきちんとした事業を、きち

んと３年間を成功した事業としてしてもらいたいということをこの場で申し上げたいとい

うことです。 

 だから、良い話ばかり出さずに、もう少しほかの事例もちょっと出してほしいです。何

かこれを見ていると皆さん、もうかる漁業やっている船はみんな全部万々歳で良い結果が

出ているんだなと勘違いをするんじゃないですか、はっきり言って。よろしくお願いしま

す。 

○管理調整課長 ありがとうございます。承りました。確かにまき網だけを取り上げてき

たというのは事実なんですけれども、それでいいのかということは確かにあるんで、また

ちょっと改めて、何を報告すべきかということも含めて、我々の方で考えていきたいと思

っております。 
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○田中分科会長 倉委員、どうぞ。 

○倉特別委員 この間、新聞で─まあ、地方紙なんですけれども、私は京都新聞という

地方紙なんですが、その１面に自給率、カロリーベースで38％でしたか、生産額ベースで

五十数％というふうな、そんな記事が載っておりました。どちらがどっちやったか忘れた

んですが、カロリーベースが下がったのか、生産額ベースが下がったのか、ちょっとそこ

までは覚えていませんが、要するにパーセントとしては下がったと。５ポイントほど下が

った部分がありますよという、そんな記事内容でございました。 

 農林水産省、皆さん非常に頑張っていただいている。資源管理も漁業者から、ああだこ

うだと言われながらも水産行政をやっていただいている。そんな努力をしていただいてい

る中にもかかわらず自給率が下がるというのは不本意だというふうに私は思っております。 

 加えて、この国際情勢が非常に不安定な中、経済制裁ということで輸出を止める、輸入

も止める、そういうことになってくると、自給率というのは非常に大事な要素になってく

ると思っています。したがって、一刻も早く自給自足ができるような、そんな日本国にし

ていくようには我々も頑張りますし、水産庁の皆さんも是非ともそこら辺の御努力を惜し

まずに、引き続き頑張ってやっていただきたいという強い思いがしております。どうかよ

ろしくお願いいたします。 

○田中分科会長 御意見を賜ったということで。 

 ほかにございますでしょうか。 

 特にウェブ参加もよろしいですか。 

 特にないようであれば、この議題は終了させていただきまして、次回会合の日程につい

て、事務局から御案内をお願いします。 

○管理調整課長 お疲れさまです。委員、それから特別委員の皆様方におかれましては既

に御承知のことと存じますけれども、水産政策審議会の委員の任期、これは８月18日をも

って満了ということになります。皆様方には在任期間中、様々な御指導、御助言賜りまし

て、誠にありがとうございます。深く御礼を申し上げます。 

 現在、委員の改選の手続を進めておりますけれども、改選後の水産政策審議会総会につ

きましては、９月の開催に向けて調整中と承知をしております。次回の資源管理分科会に

ついては、10月中頃の開催を予定しておりますけれども、もしそれまでに何か緊急の必要

性があって開催をするということになれば、総会に合わせて開催をすることも検討し、皆

様にも御連絡を差し上げたいと思っております。 
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 委員、特別委員に再任される御予定の皆様におかれましては、引き続きどうぞよろしく

お願いを申し上げます。 

 以上です。 

○髙橋特別委員 最後に一言よろしいですか。 

○田中分科会長 もう最後なので、どうぞ、その他ということで。 

○川越特別委員 私ももう一言。 

○田中分科会長 はい、どうぞ。 

○髙橋特別委員 資源管理分科会には直接は関係ないんですが、外国人漁船員のお願いを

しておきたいと思っています。 

 今から10年ほど前、国交省、それから水産庁と、労使の４者で国際漁業の３条約を批准

しましょうということで、話合いを持って、それからもう10年がたちました。 

 一つはＳＴＣＷ－Ｆという国際条約、これは海技資格の問題なんですが、それからケー

プタウン協定というものがあります。この二つについては、所管が国交省、ケープタウン

協定は水産庁と国交省と両者でやりましたけれども、ケープタウン協定は条約が発効と同

時に日本が批准するということで、これは決まっております。それから、ＳＴＣＷ－Ｆ条

約も来年、再来年の１月に通常国会に提案をして、多分６月ぐらいにはもう国会通るだろ

うという予定でございます。 

 ところが、一方のＩＬＯの188号条約、これは漁業労働条約なのですが、日本で言う船

員法ですね。陸上で言う労働基準法ということになるのですが、これは明治時代にできた

かなり古い法律でございまして、それの修正版ということです。国際条約を国内法制化に

したいということで10年を経過しているんですが、これはなぜか水産庁が所管をするとい

うことになって10年たっているんですが、途中で１度中間結果というんですか、中間報告

のようなことがあったんですが、その後全く動いていないということです。 

 外国人が技能実習生、それから１号特定外国人、それからマルシップ漁船に乗っている

外国人ということも、多分7,000人近くに達していると思います。彼らの国際的に人権保

護なり、それから彼らの地位向上なり、そういうものに対する保護条約が全く日本には存

在をしておりません。今現在は日本の船員法を準用させて、若干日本人並みというような

形で対応しておりますけれども、これもどこかで限界が多分出てくるんだと思っておりま

す。やはり水産庁で引き受けた以上は、水産庁が当然やるのか。船員法に関わる問題です

から、本来水産庁がやるべきではなくて、国交省がやるべき。現在やっていないんですか
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ら、国交省にこの案件を移していただきたい。 

 多分私の感覚では、水産庁では対応し切れないというように思っています。国内法制化

に落としたとき、では国内法の船員法とどのような形で整合していくのか。多分水産庁で

はできないはずです。ですから、できないものをいつまでも水産庁で抱えておくというこ

とではなくて、やはりそれは所管である国交省の方に。労働条約ですから。現在は海上労

働条約というＭＬＣというものを使って、漁船も汽船も同じ扱いにしています。若干ＳＴ

ＣＷ－Ｆもそうなんですが、汽船と漁船の違いがあって、そうすると汽船プラスアルファ

の部分が漁船というのは出てきます。これに対する対応が全くできていないと。片や国際

条約のＳＴＣＷ－Ｆの方はもう批准間もない。そちらの方は対応するということで現在話

合いが、最終的な話合いをしています。そういうことも含めて、水産庁内部で１度検討し

ていただいて、どうしたいのか、どうすべきなのか。外国人がこれだけ増えて、国際的に

多分非難されることもあり得るかもしれません。そういうことはしっかりと、導入するだ

けではなくて、アフターケアというのもしっかり考えていただきたいというように思いま

す。 

 私の方からは以上です。 

○田中分科会長 ありがとうございました。これは承ったということでよろしいですか。

まあ、労働関係の方が水産庁ではないと。 

○髙橋特別委員 水産庁長官に言ってください。 

○田中分科会長 船員法も労働環境だから、労基法ですよね、海の。 

 では、別の点ということで、川越委員どうぞ。 

○川越特別委員 これは水産庁に関係する話だと思います。 

 ６月の中旬ですか、北朝鮮がミサイルを日本のＥＥＺ内に落としたという所に、私もそ

の現場に操業しておりました。境港のベニズワイガニの船が一番近くて、私はその南にい

たというところで、この間も長野さんですか、うちの県底の総会のときに来賓として出席

されたときにも言われたことがちょっと、こちらも言わせてもらったんですけれども、そ

のときに初めて分かりました。北朝鮮のミサイル担当は水産庁がやっているということで

すね。そうでしょう。 

○管理調整課長 漁船への連絡とかですね。 

○川越特別委員 だから、ちゃんとやっていますということで、この場で皆さんにそこは

言うておくべきだなと思って、言わせていただきたい。 
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 というのは、ＶＭＳがあって、我々は指定漁業の大臣許可の船は24時間監視をされてい

ると。ライン近くなるとか、そういう漁業違反に近いものがあるときには、四六時中電話

で必ず指導があると。「そこ少し危ないですよ」とかいう。そこは御丁寧な監視をされて

おられるなと思うんですけれども、そういうもので監視をしているならば、そういう北朝

鮮のミサイルが落ちたというときに、水産庁としてはその現場に何丸がおるということは

ちゃんと把握しているはずです。一番近かった船には電話をしたと、指導をしたというこ

とですけれども、私らには一切ない。私以外にももう少し離れて福井県の船も５隻ほど海

底清掃事業をやっていたと。そういう中で、あとはもう各県の無線局、各県の保安署の方

に何か安否確認をするような今までのやり方ですわね。兵庫県なんかも私らがＢＳテレビ

で見ていたら、ニュース速報で「ミサイル発射」といって、それで、あれっ、またどこに

撃ったのかなと思っていたら、もうその10分後ぐらいには無線局から電話があって、安否

確認があります。大丈夫ですかと。いや、電話を取ったということは大丈夫だよと。電話

を取らなかったら、もう危ないよということで私どもいつも言っているんですけれども。 

 福井県なんかは、もう５時間、６時間、７時間ぐらいたった後に地元の保安署からの連

絡があって、大丈夫ですかと。そんなような安否確認があると。 

 だけど、報道から見ていると防衛大臣だろうが、総理大臣だろうが、日本の船舶、航空

機の安全を、安否は確認はしましたから支障はないですというような、ああいうような報

告、記者会見はあるんですけれども、やはり現場として、我々はそういうテレビだとかニ

ュースだとかで、どこに落ちたということを確認するんじゃなしに、やはり水産庁がこれ

だけ隻数が、日本の漁船が少なくなっている中で、現場近くにおる海域の船には、一隻一

隻でも、そこはちゃんと指導していただきたいと。だって、自分の身近な、私こそ音は聞

こえませんでしたけれども、私の二十何キロ先に落ちましたと。それをテレビのＢＳニュ

ースで、２時間後に日本のＥＥＺ内、３時間後に舳倉島の北西250キロ。あれって。北西

250キロといったときに、私自分で自分の位置を比べたら、232キロでした。ということは、

私の近くだなというようなことで、それが４時間後、５時間後になってから分かるような

ことで、それでもって日本国民の国益を守るというようなことになっていないと思うんで

す、はっきり言って。もう少しそういうところで、危機管理ということでしっかりと、水

産庁もそういうミサイル担当をやっておるならば、これからのそういう事例がある場合で

の通報、指導、そこはしっかりやってほしいと思います。 

 それで、特に毎日、新潟から大和堆海域には必ず一日海保の船も出てくる、水産庁の船
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も交代でその海域にはいたんですけれども、なぜかしらミサイルが落ちた前後の２日、３

日は誰一隻も船がいませんでした。何で船がいないのかなという中でミサイルが落ちてき

ました。 

 ということは、我々の安全を守るんじゃなしに、海保だとか水産庁の職員の安全第一な

んでしょうかねというところなんです。まあ、それは分からぬですよ。だけど、事実、本

当にいつもいる所に船はいませんでした。 

 だから、そういうことの疑念を持たせるような、そういう監視活動だとか、そういう海

洋でのそういう活動は慎んでほしい。やるならばやるで、きちんとパトロールしてほしい

んですわ。 

 そういうところで、ただ、もし何かあった場合に、これ本当どうなるんですか。その現

場に船もいない。やはりせめて船もちゃんといて、落ちたら─何というのかな、そこら

辺が少し違うんですわね。韓国の水産庁なんかは必ず韓国の船の近く、必ず寄ってきます

から。だから、そういうところで日本の水産庁も本当に我々のことを思うならば、そうい

うときにはパトロールして、船でも寄ってきて確認をするとか、ＶＨＦ、16チャンネルで

そういう放送をしてもいいと思いますし、そういうことがないということは、これからの

危機管理、全然なっていないと私は思いますので、こういう意見をどのように皆さん、水

産庁として捉えるか分かりませんけれども、これからのそういう事例のときには、もう少

し我々のことを思ったような指導のやり方をしていただきたいということをこの場でしっ

かりと言っておきたいと。 

 何か皆さん、報道で見れば、ちゃんと国はやっているんだなと思うけど、私は現場とし

て何もやっていないと思っております。 

○田中分科会長 これは水産庁の方から。管理部長。 

○資源管理部長 先ほど水川課長の方からも申し上げましたけれども、ミサイルの件につ

いては情報が入り次第、水産庁としては可及的速やかに沖への連絡、あるいは関係各所を

通じての安否確認というのはやっております。それは夜中であれ何時であれ、そこは担当

を決めてしっかり対応しています。 

 一方で、沖で操業されている方々からすると十分じゃないというふうに映るというとこ

ろがあるということの批判については真摯に受け止めて、今後どういう改善なり何なりが

できるのかというのは考えたいと思います。 

 一方で、人員とか船の数にも限界ありますので、全く心配御無用というところまで持っ
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ていけるのかと言われれば、それはなかなか難しいところあるというのは御理解いただけ

ればと思います。 

 一方で、６月のときに周りに船がいなかったということについて、ちょっとそういう疑

念を持たれたということについては、非常に残念に思います。我々の取締船も通常は違法

操業の取締りですとかそういったことでやっておりますけれども、我が身第一に業務をし

ているということでは決してございませんので、その点については御理解いただければと

思います。 

 以上でございます。 

○田中分科会長 ありがとうございます。 

 ほかに。 

 倉委員、どうぞ。 

○倉特別委員 最近、遊漁が非常にクローズアップされていまして、特にコロナから、も

っと自然界で遊びなさいですとか、海へ行って釣りをしなさいという、そういうこともあ

って非常に普及してきておる。人口がどんどん増えてきております。 

 そういう中でこの資源に、漁業資源について、海の資源について遊漁者団体、遊漁とい

うことになりますと、恐らく分科会委員さんの中にはおいでにならぬというふうに思われ

ます。特別委員の中で日本釣り団体協議会ですか、この方が、常務理事さん、菅原さんが

おいでになるのかなというふうに思うんですが、あとはこの名簿では見当たりません。 

 したがって、今度、委員構成がどんなふうになるのか分かりませんけれども、遊漁関係

の委員さんも少し入れた方がいいんではないかなと。資源管理についての意識をもっと高

めていただく。なかなか遊漁というのは組織化されていないようで、そういった団体に入

っていただくというのは難しいのかも分かりませんが、組織化を促進していただいて、代

表者にこの中に加わっていただくというのがいいのではないかなというふうに思います。 

 海の利用者としては、非常に遊漁というのは増えてきているのは確実です。したがって、

そういう取組も進めていただけたらという要望です。 

○田中分科会長 検討事項ということでよろしいですか。 

○管理調整課長 ありがとうございます。おっしゃるとおり、委員構成に釣りの方、遊漁

の方をどうするというのはちょっと今分からないので、そこはお答えが今できませんが、

正におっしゃるように、遊漁の資源管理への関わらせ方というんでしょうか、それは資源

管理の議論、いろいろな現場の説明会をする度に、遊漁はどうなっているんだということ
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もよく言われますし、かつ、水産基本計画の中でも、同じ資源を使うという意味では遊漁

も漁業も変わらないので、資源管理の高度化に合わせて遊漁の方も考えていかなければな

らないということは書いてあります。 

 方向として遊漁について本当にどうやっていくのか。まず、採捕量の把握からしてまだ

まだというところもあるので、その問題をどうしていくかというのは、委員をどうするか

とは別の、大きな課題として我々も認識していますので、それについてはしっかり検討し

ていきたいというふうに思っております。 

○田中分科会長 ほかに。 

 堀内委員、どうぞ。 

○堀内委員 すみません、先日、新聞報道で見たんですが、太平洋クロマグロ管理に関し

てタグを付けると。流通の過程で未報告のマグロを防ぐというのを報道で拝見しました。

私はこれは非常に有効であると思っています。また、昨年度、未報告があった、私当事者

の青森県としては是非とも早急に導入していただいて、未報告のマグロが流通しないよう

にしていただければと思っております。 

 今、現状での水産庁でのスケジュール感はどうなっているか、教えていただきたいです。 

○田中分科会長 これどなたかお答えできる方。担当課がいないのかな。管理課じゃ分か

らないな。 

○管理調整課長 すみません、ちょっと不正確な答えになるかもしれないことは御容赦い

ただいた上で聞いていただきたいのですが、今スケジュールとしていつまでにこれをする

というのをお答えできる状態にはありません。ただ、例えば自民党の部会も含めていろい

ろな場所で言っているのは、正に大間の事件なども踏まえて、クロマグロの監視や流通の

在り方というものを検討していかなければならないということ。検討するということは水

産庁として既に言っており、また、それが何かのんびりしていられるような事態でないと

いう認識の下にやっています。その検討はもちろんスピード感を持って進めていかなけれ

ばならないという意識でやっているということだけは申し上げておきます。 

 その上で、では「何月までに何を」というのはちょっと今お答えはできる状態にはない

ということは御理解いただければと思います。 

○田中分科会長 迅速に取り組んでいただければというふうに思います。この件は前から

山内委員からも、早く取り組んでほしいという意見が出されていたように思いますし、今、

遊漁の話が出ていましたけれども、遊漁についてもそういう問題がないわけではないので、
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流通する段階で発覚するという事態があるわけですから、是非とも取り組んでいただけれ

ばと思いますけれども。 

 ほかにございますでしょうか。改選の委員の方はもう今回で最後なんで、この際だから。 

 よろしいですか。 

 なければ、本日予定しておりました議事については、これで全て終了いたしました。 

 これをもちまして、本日の資源管理分科会を終わらせていただきます。長時間にわたり

御審議いただき、誠にありがとうございます。大変お疲れさまでございました。ありがと

うございました。私も卒業ですので、お世話になりました。ありがとうございました。 

 


